
平
成
三
十
年
十
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

九

号

政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
の
対
象
業
種
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
の
対
象
業
種
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
府
は
、
平
成
三
十
年
十
月
十
二
日
に
、
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
を
開
催
し
、
外
国
人

材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
、
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務
省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
の
骨
子
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

外
国
人
材
の
受
入
れ
を
進
め
る
た
め
の
「
『
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
』
及
び
『
法
務
省
設
置
法
』
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
」
（
以
下
、
本
件
法
案
と
い
う
。
）
に
、
人
手
不
足
が
認
め
ら
れ
外
国
人
材
の
受
入
れ
の
対
象
と
な
る
業
種
を

明
記
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
将
来
、
法
改
正
無
し
に
、
人
手
不
足
が
認
め
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
業
種
に
、
外
国
人
材
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
。

二

本
件
法
案
に
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
業
種
が
明
記
さ
れ
な
い
場
合
は
、
法
改
正
せ
ず
に
、
業
種
を
増
や
す
こ
と
は
可
能
で

す
か
。
可
能
な
場
合
、
対
象
業
種
の
数
や
、
外
国
人
材
の
受
入
れ
人
数
を
、
法
改
正
を
せ
ず
に
、
二
倍
や
十
倍
に
増
や
す
こ

と
は
可
能
で
す
か
。

三

現
時
点
で
、
将
来
的
に
も
外
国
人
材
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
業
種
は
あ
り
ま
す
か
。

一



四

本
件
法
案
が
成
立
し
、
改
正
法
が
施
行
さ
れ
る
際
に
、
人
手
不
足
と
認
識
さ
れ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
業
種
に
外
国
人
材
を
受

け
入
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
か
。

五

特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
が
特
定
技
能
二
号
に
移
行
す
る
こ
と
を
認
め
る
基
準
は
何
で
す
か
。
特
定
技
能
一
号
と

二
号
の
違
い
は
何
で
す
か
。

六

介
護
職
員
、
建
設
労
働
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
技
能
一
号
と
二
号
の
ど
ち
ら
に
な
り
ま
す
か
。

七

人
手
不
足
と
い
わ
れ
る
「
介
護
」
「
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
「
農
業
」
「
漁
業
」
「
飲
食
料
品
製
造
業
」
「
外
食
業
」

「
素
形
材
産
業
（
鋳
造
な
ど
）
」
「
産
業
機
械
製
造
業
」
「
電
子
・
電
気
機
器
関
連
産
業
」
「
建
設
業
」
「
造
船
・
船
用
工

業
」
「
自
動
車
整
備
業
」
「
航
空
業
」
「
宿
泊
業
」
に
つ
い
て
、
有
効
求
人
倍
率
（
業
種
そ
の
も
の
で
な
く
て
も
、
業
種
を

構
成
す
る
一
部
の
数
値
で
も
可
）
や
、
そ
の
他
、
人
手
不
足
で
あ
る
と
い
う
状
況
を
表
す
客
観
的
な
指
標
を
用
い
て
説
明
し

て
下
さ
い
。

八

政
府
が
こ
れ
ま
で
に
使
用
し
て
き
た
「
単
純
労
働
者
」
の
定
義
を
示
し
て
下
さ
い
。

九

外
国
人
の
単
純
労
働
者
は
受
け
入
れ
な
い
、
と
い
う
政
府
の
原
則
は
、
現
在
も
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
維
持
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
法
案
が
成
立
し
法
改
正
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
原
則
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
変
更
さ
れ
な

二



い
の
で
あ
れ
ば
、
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
対
象
に
な
ら
な
い
単
純
労
働
者
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
業
種

あ
る
い
は
職
種
で
す
か
。

十

特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
当
初
、
就
職
し
た
事
業
所
が
あ
る
都
道
府
県
か
ら
、
別
の
都
道
府
県
に
あ
る
、
経

営
者
も
異
な
る
別
の
事
業
所
に
転
職
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。
も
し
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
行
っ
た
雇
用
主
や
労
働
者

に
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
違
反
は
ど
の
機
関
の
ど
ん
な
職
員
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
調
査

し
ま
す
か
。

十
一

特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
同
一
業
種
の
中
で
転
職
し
、
あ
る
い
は
働
く
地
域
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
労
働
者
が
都
市
部
に
集
中
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

十
二

特
定
技
能
一
号
の
外
国
人
労
働
者
が
、
当
初
、
就
職
し
た
事
業
所
の
業
種
か
ら
、
別
の
業
種
の
事
業
所
に
転
職
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
。
ま
た
、
同
じ
事
業
所
で
あ
れ
ば
、
配
置
替
え
等
に
よ
り
、
別
の
業
種
の
職
種
に
就
く
こ
と
は
で
き
ま
す

か
。
も
し
で
き
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
行
っ
た
雇
用
主
や
労
働
者
に
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

違
反
は
ど
の
機
関
の
ど
ん
な
職
員
が
ど
の
よ
う
な
方
法
で
調
査
し
ま
す
か
。

十
三

技
能
実
習
の
講
習
期
間
を
終
え
た
外
国
人
は
、
そ
の
ま
ま
特
定
技
能
一
号
な
い
し
は
二
号
の
外
国
人
労
働
者
に
な
れ
ま

三



す
か
。
も
し
な
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
技
能
実
習
制
度
の
目
的
と
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
見
解
を
示
し
て
下

さ
い
。

十
四

本
件
法
案
に
規
定
さ
れ
る
受
入
れ
機
関
と
外
国
人
労
働
者
と
の
間
で
契
約
が
締
結
さ
れ
る
際
に
、
事
前
に
、
当
該
外
国

人
労
働
者
が
就
労
あ
る
い
は
居
住
す
る
地
方
公
共
団
体
に
、
契
約
締
結
の
予
定
等
が
通
知
さ
れ
ま
す
か
。

十
五

外
国
人
材
の
受
入
れ
に
あ
た
り
、
国
全
体
で
上
限
を
設
け
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
本
件
法
案
に
、
上
限
を

設
定
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
上
限
の
数
値
が
規
定
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

十
六

本
件
法
案
が
成
立
し
、
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
後
に
、
地
方
公
共
団
体
が
、
条
例
で
、
当
該
地
方
公
共
団
体
内
で
受
け

入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
外
国
人
材
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
し
て

下
さ
い
。

右
質
問
す
る
。

四


